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 これまでの我が国におけるスポーツ政策研究
は、一言で言えば「体育」政策研究であり、また
「政策」と言いながら「行政施策」研究でしかな
かった。本研究における政策とは、本来、市民・
国民によって付託された立法府によるスポーツ基
本法の制定にもとづいて行政府にによって執行さ
れ、これを法的側面からは司法府

が監視し、スポーツに対する要求・ニーズの
側面からは市民・国民が評価するという一連
のシステムを指す。しかしながら、我が国の
スポーツ政策研究は、政策システムに関する
このような明確な概念規定を行なうことな
く、もっぱら戦後の社会教育法（1947）やス
ポーツ振興法（1961）にもとづく体育振興の
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２．研究の目的

３．研究の方法

政策的性格をそのまま公共政策の一環として受け
とめ、その目的、内容、方法を議論してきた。そ
の基本的性格は、本来ダイナミックな政策形成過
程と政策実施過程との緊張関係を行政が独占する
ことによって両者が癒着する結果を生み出し、こ
れを前提とした、言わば「行政施策」研究に止
まっていたと言えよう。その意味では、「スポー
ツ振興基本計画」（2000）の策定も、40年も前に
「スポーツ振興法」によってすでに条文化されて
いた内容の実施であり、行政施策の一環にしか過
ぎない。むしろ、スポーツ政策研究にとって重要
な課題は、この40年間にわたる「スポーツ政策研
究」それ自体の不在とスポーツ政策の公共性に対
する問題意識の低さにあった。この不在の結果
は、行政施策レベルで対応してきた体育界やス
ポーツ界が、いたずらにその存続や振興に関する
不安のみを漠然と募らせる状況をもたらしてい
る。このような状況に対して、これまでの体育・
スポーツ体制を前提としてきた政策研究の欠陥
は、学術的に有効なスポーツ政策のビジョンとそ
れを担保する新たな公共性の概念を示しえない現
状を生み出しているのである。

　本研究の目的は、我が国のこれまでのスポーツ
政策のあり方を社会学的な「公共性」の観点から
批判的に検討し、これからのスポーツと政治、政
策の枠組みを再検討するとともに、欧米およびア
ジア圏におけるスポーツ政策の現状と課題を明ら
かにしながら、我が国の今後のスポーツ政策の目
的、内容、方法について新たな公共性概念にもと
づくビジョンを提言することにある。
　そのため、本研究では、1)歴史社会学的観点か
らスポーツと公共性の関係に関するこれまでとこ
れからを内外文献によって整理し、2)この枠組み
にもとづいて欧米及びアジアの現状と課題を調査
し、3)我が国におけるこれからのスポーツ政策シ
ステムをビジョンとして示す。

（1）平成22年度
　主に文献研究により新たな公共性概念のフレー
ムを構築し、我が国のこれまでのスポーツ政策批
判によってこれからのスポーツ政策に関する分析
枠組みを設定する。また、研究分担者による欧
米、アジアのスポーツ政策の現状に関する予備調
査（文献収集、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ調査）を実施する。

（2）平成23年度
　研究分担者による欧米、アジアのスポーツ政策
の現状と課題に関する本調査を行い、その結果に
もとづいて公共性からみた我が国のスポーツ政策
システムの予備的検討を行う。

（3）平成24年度
　学会発表等によって、国際比較からみた我が国
のスポーツ政策の公共性のあり方を精査する。

4．研究成果
（1）「新しい公共」概念とスポーツ政策をめぐ
　　る社会学的視座
　スポーツにおける「新しい公共」の原点とは、
「スポーツ」概念自体をどのようにとらえ、それ

をどのような方向に導いていくのかについて
の見識（ビジョン）を示すことによってもた
らされる。とりわけ我が国の法や政策上に示
されたスポーツ概念は、これまで述べてきた
ように、スポーツ経験の結果として期待され
る教育的効果に主として着目した「体育」と
して定義され、それに基づくいわば「体育的
公共性」によって構成されてきた認識論的限
界があった。また、健康との関係においても
同様な認識論的限界を示すことができる。

（2）スポーツ政策とその公共性に関する比
　　較研究―イギリスとアイルランド共和国
　　を事例にして―
　イギリスとアイルランドのSport for All
政策のアクターであるスポーツイングランド
とアイリッシュ・スポーツカウンシルの活動
や活動理念を比較することで，異なるスポー
ツの公共性に関しての意義付けに対する比較
研究を行った．イギリスで最初にスポーツ関
係のNDPBとして設立されたのがスポーツカウ
ンシルであり，アイルランドでもこれに追随
する形でアイリッシュ・スポーツカウンシル
（以下ISC）が設立された．両国は国家制度
やスポーツ環境が類似しており，後発のアイ
ルランドのスポーツカウンシルもイギリスの
組織に非常に近いものであった．その後イギ
リスでは，高度化を担うUKスポーツと大衆化
を担うスポーツイングランドが分離し，異な
る方向性の下，スポーツ振興・推進に携わっ
てきた．一方アイルランドでは，いまだに高
度化，大衆化が連続性を有するという理念の
下，一組織でこの二つのミッションを担って
きている．
　スポーツの高度化がある程度達成されると
同時に大衆化が肥大し，これを意図的に融合
させた結果としての連続性の再出現（イギリ
ス）と，大衆の下からのベクトルの自然な流
れの一部が先鋭化したことによるエリートレ
ベルの形成（アイルランド）という相違があ
るものの，両国間のスポーツ環境に再度類似
性が生まれつつある現状は興味深く，更なる
比較検討の必要性がある。

（3）障害者スポーツ政策の実施と財源選択
に関する日独比較―事業型非営利組織のクラ
ブマネジメントの観点から―
　本研究では、障害者スポーツ政策の一環と
して総合型地域スポーツクラブ（以下、総合
型クラブと表記）への障害者の参加の実現に
向けて、クラブマネジメントの観点からしく
みづくりに関する考察を行った。特に、障害
者に対応できる指導者の配置と受け入れるク
ラブおよび参加する障害者の両者の費用負担
の軽減を視野に入れ、財源選択に着目した。
その結果、障害者の受け入れに適した財源の
特徴とは、対価性（事業性）・内発的財源
（安定的/小口）であり、使途自由度は低い
という特徴を持つものであった。ドイツにお
ける医療保険制度の活用に関するクラブマネ
ジメント上の意義については、給付される保
険金が対価性（事業性）・内発的（安定的/
小口）特徴を持つ財源であると同時に、その
適用に際しては専門的指導者の配置が義務付
けられていることから、障害者に対応できる
指導者の配置と受け入れるクラブおよび参加



（4）障害者はなぜスポーツにおける公共性を求め
るのか―英国の政策事例から学ぶ「Sport for
All」実現に向けた比較分析―

　英国のスポーツにおける公共性の担保に向けた
歴史と、ロンドンパラリンピックに向けた様々な
取り組みや政策動向を明らかにし、英国の障害者
のスポーツにおける公共性実現に向けた動きを読
み取ることを目的とした。また、ロンドンパラリ
ンピック閉幕後の英国内のパラリンピックに対す
る評価についても考察した。英国の障害者スポー
ツにおいてメインストリーム化で重要なことは、
障害者のスポーツもスポーツ領域において議論さ
れ、スポーツ権利獲得へとつながったことであ
る。一方で、メインストリームは美化されつつ
も、資金面の配分など、権力構造化に置かれた際
に留意しなければならない課題を明らかにした。
　英国のスポーツ政策は社会政策の一環として論
じられ、さらには英国社会が抱える様々な政策課
題も影響し、差別よりも平等にとする平等法が制
定されてもいる。競技選手へのデュアルキャリア
支援、資金分配、組織構造においても、この平等
政策の影響は大きいことがわかった。

(5)スポーツ政策におけるスポーツ団体の公共性
　―フランススポーツ法を中心として―

（6）カナダにおけるスポーツ政策過程に関
する研究

　カナダのスポーツ政策過程に着目し、公共
性の担保という観点から州・準州政府や民間
スポーツ団体の意向が政策過程においてどの
ように反映される仕組みや制度になっている
のかに着目してカナダのスポーツ政策過程の
特徴について検討することを目的とした。
　カナダの歴史的・国家的課題としては、巨
大な国土、多様な民族の共存、長期間にわた
る植民地としての歴史とそれを克服するあら
たなアイデンティティの模索が挙げられ、巨
大な国土の経済発展と対外防衛のために国外
からの移民を大量に受け入れなければならな
かったこと、また、歴史上、さまざまな国の
植民地化によって、各州によって植民地化し
た国家の異なる文化や風習を有していること
などから、多様な民族の文化・風習を超え
て、また異なる文化を背景とした各州の州政
府を連邦政府がいかにコントロールしていけ
るのかが、カナダの大きな問題としてのしか
かっていることが明らかとなった。そのよう
な歴史的・国家的課題に対して、巨大な国土
と多様な民族、長い植民地化されてきた歴史
にあって、自らが統一された国家であること
を明確に確認する機会としてスポーツが注目
され、そこに法制化されてきた背景をみるこ
とができよう。まさに多文化主義国家に統一
感を与え、カナダ国家としてのアイデンティ
ティを確立する要諦としてスポーツが位置づ
けられ、意味づけられてきたものと推察され
た。

（7）韓国と中国におけるスポーツ政策の公
共性に関する検討
　韓国において、第3共和国の時代に、ス
ポーツを通じて国民統合を促す政策が顕著に
打ち出された。政府は、「体力は国力」とい
うスローガンの下、国民の体力向上と、エ
リートスポーツ育成に力を注いだ。第5共和
国は、スポーツ共和国と呼ばれる程に、ス
ポーツ部門に大きな関心を傾けた。1986年の
アジア大会と1988年のソウルオリンピックに
向けて、1982年に政府組織内に体育部が新設
された。それまでスポーツ関連事業は文教政
策として扱われていたが、スポーツ行政の位
置づけが高められ、莫大な行財政的な資源が
スポーツにつぎ込まれた時期だった。このよ
うに、韓国のスポーツ政策は、政権にある為
政者の政治的権力を反映する形で策定･実施
されてきたことがわかる。クーデターや大統
領選挙で選出された指導者が、スポーツを政
治的な手段として用いていたという側面を指
摘することができる。こうしたスポーツ政策
は、スポーツの象徴性を利用して、国力の伸
張を誇示したり政権獲得を正当化することに
結びついていたのであろう。国民がエリート
スポーツに魅力を感じるがゆえに、為政者は
それを最大限に利用し、人々から権力基盤の
正当性を取り付けようとするのである。一方
で、ソウルオリンピックによって国民のス
ポーツ活動に対する意識が改善し、所得水準
の上昇と相まって、健康維持に対する関心も
高まった。

　　
　　
　   

　

　

する障害者の両者の費用負担の軽減とがワンセッ
トになっており、クラブマネジメント上に大きな
意義を持つものであると考察された。一方、日本
において医療保険を財源の選択肢にすることにつ
いては、社会連帯に基づく非人称の医療保険制度
が崩壊の兆しをみせているため、望ましくないと
の結論を得た。

  フランスにおけるスポーツ基本法に規定された
政策主体とその関係に関する基本構造を明らかに
し、スポーツ政策におけるスポーツ団体の公共性
に関する規定やその判断基準の状況を明らかにし
た。他方、スポーツ団体や組織の公共性が行政と
の権限関係に基づいてスポーツ国家法によって規
定されることに伴って生じた新たな課題として、
国内スポーツ代表組織における国内スポーツ全体
を代表することの正当性の問題、国内スポーツ代
表組織における政策決定の民主的手続きと公共性
の確保の問題、スポーツ団体の自治や自律の確保
と政府による公的資金援助と政策介入の分離の課
題、スポーツ団体の財政の健全化や不正の防止な
どスポーツ団体の公共性確保のための積極的な政
策介入の問題、スポーツ連盟の多様性の問題が生
じていることを指摘した。
　また、フランスオリンピックスポーツ委員会を
事例として、国内スポーツ統一組織の公共性の確
保のためには、国内スポーツ統一組織が広くすべ
てのスポーツを行う者に開かれているかという公
開性の視点、スポーツ界全体を代表する組織とい
えるのかどうかという代表性の視点と、国内ス
ポーツ統一組織における政策決定が構成員の民主
的手続き（投票権の配分など）に基づいて行われ
ているのかという民主性の視点が課題となってい
ることを明らかにし、フランスにおいてこれらの
課題をどのような制度化し解決しようとしてきた
のかを明らかにした。
　以上の考察の結果から、今後の特に日本におけ
るスポーツ団体に関するスポーツ法政策、法理
論、制度構築をめぐる諸種の課題を指摘した。



（8）台湾における体育・スポーツ政策に関する一
考察―「振興野球運動総計画」とその政策的意義

　野球に特化した台湾政府の「振興野球運動総計
画」の内容を紹介しながら、スポーツ政策がス
ポーツ全般を振興する日本とは異なる立場から、
台湾の野球に特化した政策がどのような政策的意
義をもつのかを明らかにした。
　台湾の体育・スポーツ政策に関する研究では、
5つの重要な事情と政策傾向が顕在すると言われ
る。その5つの傾向を振興野球運動総計画に当て
はめて考えてみると、以下のような政策的意義が
考えられる。1）エリートスポーツの優勢的な役
割については、野球の国際大会での4強入りを目
標していることから理解できる。2）スポーツ
リーダーと政党との政治関係については、野球を
振興する前台湾総統の陳水扁と現任総統の馬英九
の政治的意図が、共通に台湾住民の政治的信頼を
得ようとするところにあることから理解できる。
3）スポーツ組織と立法委員の密接関係について
は振興野球総計画から読み取れなかったが、元野
球選手が立法委員になったケースがあることか
ら、野球を振興すること自体がその関係性を想起
させる。4）政府機関と非政府機関の間の緊張関
係については、振興野球総計画に関わる体育委員
会と中華野球協会、プロ野球連盟とのWBCをめぐ
る緊張関係から理解できる。5）体育委員会と教
育部体育司が体育署として合併したことで、振興
野球総計画は国を挙げて行うスポーツ政策である
ことが理解できる。

（9）我が国における公共施設としての「公園」
政策とスポーツ

　日本の公園の歴史を概観すると、公園制度（行
政）が始まったときから「国家（政府）」の存在
が大きくかかわっている。明治維新後、明治政府
は欧米諸都市の視察・見聞を通して欧米の都市と
日本の都市を比較し、「公園」も整備されてい
く。江戸期以降の公園に求められてきた「遊観」
機能に、社会変化のなかで「都市衛生・防災・防
空・衛生（体育）」機能がそれぞれ付け加えられ
た。特に、衛生（体育）の機能は、スポーツとの
かかわりが深いものである。1903年6月に開園し
た日比谷公園は、我が国における最初の近代都市
公園と称される。この公園が都市計画とともに、
用地決定から設計にわたるまで公園関係者によっ
て都市に必要な施設としてのの機能や形態が強く
意識されたからである。また、園内施設として
「運動場」や「運動器械」が設置された。この運
動場は、「民衆啓蒙の場」として意義づけされて
いたドイツの公園施設をモデルとしていた。これ
らの施設は、多くの人びとに利用されたが、利用
者である市民の公園に対する欲求が形にされたも
のではなく、あくまでも強い公的介入の結果とし
て、時代の要請を受けながら「国民の体位・体力
の向上」を担う役割が公園に期待された。明治40
年代には児童を利用対象とした「小公園（児童公
園）」の設置計画、大正末期から昭和初期にかけ
て青年向きの体育娯楽を充足するための「運動公
園」が整備されていく。これらの運動公園は、そ
の後、全国に整備されていく運動公園のモデルと
されたものである。ただし、これらの運動公園に
ついても、利用者である市民のニーズにこたえた
形で整備されたものではない。

（10）まとめ
　本研究は、主に欧米と東アジアを中心とし
たスポーツ政策の公共性を論じようとした
が、その成果や課題は、個々の論文のなかで
示されているように思われる。ある一定の領
土的単位を前提とする政治権力に担保された
政策の対象としてのスポーツの可能性はさま
ざまに議論されるであろうが、そこでのトッ
プダウン的なスポーツ政策に対する公共性の
担保には明らかな限界があることは示唆され
ていよう。しかしこの間、一方で民間スポー
ツ組織である日本体育協会と日本オリンピッ
ク委員会は、その100周年を記念して「ス
ポーツ宣言日本」をまさに「宣言」したが、
この政策的意義については、スポーツの組織
的担い手であるスポーツ組織の公共性をさら
に追及していくことで明らかにされる必要が
あると考えられる。社会のなかのスポーツと
一個人とを結びつける中間組織、あるいは中
間集団の公共性をどのように考え、これを具
体的な政策過程に組み込んでいくのかは、と
くにヨーロッパを中心とするスポーツ先進国
の共通な課題であることも、本研究から理解
された。
　これまで我が国におけるスポーツ組織研究
は、全般的にきわめて低調であったと言って
も過言ではない。それは、我が国ではヨー
ロッパにみられるようなスポーツ活動を支え
る自立したクラブによってスポーツ集団が編
成されておらず、もっぱら学校や企業といっ
たスポーツ以外の（スポーツを手段とする）
組織に依存することによって、スポーツ組織
の社会的存在が特徴づけられてきたからであ
る。そのような組織の下で、スポーツの公共
性は教育目的や企業目的によって担保され、
それを行政が振興する形で推進されてきた。
すなわち、スポーツ組織研究における「公共
性」は、「スポーツの組織」論ではなく、
「体育の組織」論か、あるいは労働者の「福
利厚生の組織」論からしか展開されておら
ず、スポーツそれ自体から形成される組織
（クラブ、種目別協会・連盟、統括組織等）
の研究に基づく「公共性」論にはなり得てい
なかったのである。
　本来、自発的結社として共的セクターが自
立する組織となるためには、ゲマインシャフ
ト的なコミュニティセクターの参加と寄付行
為に支えられながら、「官」である公的セク
ターや「商」である私的セクターとパート
ナーシップを取り、その活動を自律させるシ
ステムとしてそれが位置づけられなければな
らないとしている。言わば、アソシエーショ
ンとして分立するスポーツ組織の公共性は、
自発的なスポーツ行為によって自律的に発揮
される共的セクターによって培われていくの
だ。しかし、スポーツに関して言えば、前述
したような他律的な組織依存型モデルによっ
て、自立的で自律的なスポーツ組織論は展開
されてこなかった。このようなスポーツ組織
研究の限界を超えるスポーツ文化の自立性や
公共性がさらに議論される必要がある。
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